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────────────────────────────────────────────────── 

令和７年　第６回　１２月（定例）中　間　市　議　会　会　議　録（第４日） 
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────────────────────────────────────────────────── 

議事日程（第４号） 
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日程第　１　第５４号議案　令和７年度中間市一般会計補正予算（第８号） 

日程第　２　第５６号議案　令和７年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第

４号） 

日程第　３　第５７号議案　令和７年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算（第２号） 

　　　　　　　　　　　　　（日程第１～日程第３　委員長報告・質疑・討論・採決） 

日程第　４　第６１号議案　中間市一般職職員の給与に関する条例及び中間市一般職職員

の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

日程第　５　第６２号議案　中間市特別会計設置条例の一部を改正する条例 

日程第　６　第６３号議案　中間市手数料条例の一部を改正する条例 

日程第　７　第６４号議案　中間市市立保育所設置条例の一部を改正する条例 

日程第　８　第６５号議案　中間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

日程第　９　第６６号議案　中間市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

日程第１０　第６７号議案　中間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

日程第１１　第６８号議案　中間市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する

条例の一部を改正する条例 

日程第１２　第６９号議案　中間市人権教育啓発審議会設置条例の一部を改正する条例 

日程第１３　第７０号議案　中間市下水道条例の一部を改正する条例 

日程第１４　第７１号議案　中間市火災予防条例の一部を改正する条例 

日程第１５　第７２号議案　中間市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

日程第１６　第７３号議案　中間市布設工事監督員の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１７　第７４号議案　中間市災害派遣手当等の支給に関する条例 

　　　　　　　　　　　　　（日程第４～日程第１７　委員長報告・質疑・討論・採決） 

日程第１８　第７５号議案　中間市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例 
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　　　　　　　　　　　　　（日程第１８　委員長報告・質疑・討論・採決） 

日程第１９　第７６号議案　公の施設の指定管理者の指定について（中間市チャレンジシ

ョップ） 

　　　　　　　　　　　　　（日程第１９　委員長報告・質疑・討論・採決） 

日程第２０　第７７号議案　中間市行橋市競艇組合規約の変更について 

　　　　　　　　　　　　　（日程第２０　委員長報告・質疑・討論・採決） 

日程第２１　第７８号議案　福岡県田川地区消防組合と中間市との間における消防通信指

令事務の委託に関する規約の制定における協議について 

　　　　　　　　　　　　　（日程第２１　委員長報告・質疑・討論・採決） 

日程第２２　第７９号議案　屈折はしご付消防自動車の購入について 

　　　　　　　　　　　　　（日程第２２　提案理由説明・質疑・委員会付託） 

 

【　　休　　　　憩　　】 
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────────────────────────────── 
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────────────────────────────── 

欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

欠　　員（０名） 

────────────────────────────── 
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午前 10時 00分開議 

〇議長（中野　勝寛君） 

おはようございます。ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しておりますので、こ

れより会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．第５４号議案 

日程第２．第５６号議案 

日程第３．第５７号議案 

〇議長（中野　勝寛君）　　 

これより、日程第１、第５４号議案、日程第２、第５６号議案及び日程第３、第５７号

議案の令和７年度各会計補正予算３件を一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。 

まず、大和永治総合政策委員長。 

〇総合政策委員長（大和　永治君） 

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第５４号議案、令和７年度中間市

一般会計補正予算（第８号）のうち、総合政策委員会に付託されました所管部分について

審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

まず、今回の補正予算の歳入の主なものとして、国庫支出金におきまして、小中学校の

屋内運動場空調整備事業に係る財源として、空調設備整備臨時特例交付金に合計９３６万

７，０００円が計上されています。 

また、市債におきまして、体育文化センター防水改修事業に１，４９０万円、体育文化

センター空調設備改修事業に１億３，５６０万円、小中学校受変電設備更新事業に２，

１４０万円、小中学校屋内運動場空調設備設置事業に７００万円がそれぞれ計上されてい

ます。 

次に、歳出の主なものとして、総務費におきまして、旧曙下水処理場の跡地のアスファ

ルト整備を行う工事費に令和７年度分として７９０万円が計上されるとともに、令和８年

度分として１，１９７万８，０００円の債務負担行為限度額が設定されています。 

また、住宅新築資金等特別会計繰出金との財源調整のため、財政調整基金積立金が合計

４億８，９６４万８，０００円減額されています。 

教育費におきましては、市内小中学校屋内運動場の空調を整備するための実施設計費用

について、令和７年度及び令和８年度の継続費を設定の上、小学校６校分で総額２，１９４万

７，０００円が、中学校４校分で総額１，５５２万４，０００円がそれぞれ計上されてい

ます。 

また、指定避難所である体育文化センターについて、故障した空調を改修する工事費と
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して、令和７年度及び令和８年度の継続費を設定の上、総額２億６，４００万円が計上さ

れ、さらに、経年劣化による天井部の漏水への抜本的な改修を行うための屋上改修工事費

として、令和７年度及び令和８年度の継続費を設定の上、総額３，２３９万３，０００円

が計上されています。 

以上により、歳入歳出それぞれ５億９，７４７万円を追加し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２０９億２，９６８万円とするものです。 

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

最後に採決いたしました結果、第５４号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきである

と決した次第であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、委員長の報告を

終わります。 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、下川俊秀市民厚生委員長。 

〇市民厚生委員長（下川　俊秀君） 

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第５４号議案のうち、市民厚生委

員会に付託されました所管部分及び第５６号議案並びに第５７号議案について審査を行い

ましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

はじめに、第５４号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第８号）について申し

上げます。 

まず、歳入の主なものとして、国庫支出金におきまして、障害者自立支援給付費負担金

をはじめとした障がい者福祉に係る扶助費の負担金に合計１億３，１９９万５，０００円

が、保育所施設型給付金をはじめとした私立保育所等への施設型給付費への負担金に合計

８，１７２万４，０００円が、また、マイナンバーカード交付事務費補助金に１７４万４，

０００円がそれぞれ計上されています。 

県支出金におきましては、障害者自立支援給付費負担金をはじめとした障がい者福祉に

係る扶助費への負担金に合計６，５９９万７，０００円が、また、保育所施設型給付金を

はじめとした私立保育所等への施設型給付費への負担金等に合計４，２７７万４，０００円

がそれぞれ計上されています。 

諸収入におきましては、令和６年度後期高齢者医療市町村療養給付費負担金の実績確定

に伴う返還金として４，５９１万４，０００円が計上されています。 

次に、歳出の主なものとして、総務費におきまして、マイナンバーカードオンライン窓

口業務委託料に１７４万４，０００円が計上されています。また、各種給付費の支出が増

加する見込みであることから、障がい者福祉に係る各種扶助費に２億６，３９９万円が、

私立保育所等への各種施設型給付費に１億６，３４５万１，０００円が、児童扶養手当給

付費に３，４６３万６，０００円がそれぞれ計上されています。 

討論において、「マイナンバーカードオンライン窓口業務委託について、元来このよう
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なデジタル化は、個人情報の保護に問題があることや企業の利益追求のためのデータが使

われる可能性が高いこと、諸外国のような法制度がないことから、危険な制度推進だと考

えるため、この補正予算については反対する。」との意見がありました。 

次に、第５６号議案、令和７年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）

について申し上げます。 

まず、歳入として、対象者の増加により必要となった療養費に対して交付される県補助

金に２１５万９，０００円が、令和６年度に交付を受けた特定健康診査等負担金が事業費

の確定に伴い追加交付されることから、県補助金に１９６万６，０００円がそれぞれ増額

されています。また、財源調整のため、歳入欠かん補填収入が９，６８４万４，０００円

増額されています。 

次に、歳出として、歳入で申し上げた療養費に２１５万９，０００円が、国民健康保険

税の過年度分の還付金に８３万７，０００円がそれぞれ増額されています。 

また、令和６年度に交付を受けております福岡県国民健康保険普通交付金の額の確定に

伴い、過大交付分の返還金に９，７９７万３，０００円が増額されています。 

以上により、歳入歳出それぞれ１億９６万９，０００円が追加され、予算の総額は歳入

歳出それぞれ５２億８，７７２万５，０００円となっています。 

次に、第５７号議案、令和７年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算（第２号）に

ついて申し上げます。 

今回の補正予算は、債務件数とともに歳入予算が減少傾向にあることから、当該特別会

計を令和７年度内で閉鎖し一般会計に統合するため、赤字債権額相当分の額を精算するも

のであり、歳出予算を上乗せ計上するものではなく、貸付金元利収入の予算現額を減額調

整し、本年度末決算により最終確定される一般会計繰入金にて相殺するといった歳入内訳

が調整されるものです。 

補正予算の内容につきましては、歳入につきましては、他会計繰入金において、一般会

計繰入金３億１，７２９万３，０００円が計上され、貸付金元利収入において同額が減額

されています。 

以上により、予算の総額は補正前と変わらず、歳入歳出それぞれ３億１，８６６万４，

０００円となっています。 

討論において、「元来行政が責任を持つべき事業を民間の団体に丸投げし、結果として

３億円の回収不能を残したことは、市政にとって問題である。一般会計に移行しながら、

最後まで回収に努めることを求め、この補正予算については意見を付して賛成する。」と

の意見がありました。 

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

最後にそれぞれ採決いたしました結果、第５４号議案は賛成多数、第５６号議案及び第

５７号議案は全員賛成でいずれも原案どおり可決すべきと決した次第であります。よろし



- 148 -

くご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより質疑に入ります。 

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄議員。 

〇議員（７番　田口　澄雄君） 

日本共産党の田口澄雄です。 

第５４号議案については反対、第５７号議案については意見を付しての賛成といたしま

す。 

まず、第５４号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第８号）であります。 

デジタルデータを使って、国民市民生活の利便性の向上とそのことによる生活の質の向

上が図られるものであれば反対するものではありません。しかし、その場合には、個人情

報の保護と、自らの個人情報が何に使われているのかの開示がなされる必要があります。

先進国では、こうしたことの確認の上で、デジタル化の推進がなされていますが、我が国

では、一部大手企業の参加のもとにデジタル庁がつくられ、情報の漏えい等が問題となっ

ているように、プライバシー保護の観点に欠陥が見られます。個人情報を全面的に各種施

策にひもづけようとする現在の運営内容には問題があり、個人情報の適正な管理下での推

進を図るべきです。 

よって、現段階でのこうしたデジタル化の推進については反対をいたします。 

次に、第５７号議案、令和７年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算（第２号）に

ついて、意見を付しての賛成といたします。 

部落解放の名のもとに、元来行政が責任を持つべき事業を運動団体に全面的に任せ、結

果として３億円以上の回収不能の事態を招いたことは大問題だと思います。一般的には窓

口一本化、この中間市では解放同盟と全日本同和会という２団体の窓口二本化で、行政と

しての責任を曖昧にし、その結果がこの焦げ付きです。その財源は市民の血税であり、市

民の生活関連予算の縮小であり、市民間の対立要素となりかねません。部落解放運動の目

的からすれば、逆行するものでしかありません。 

その責任については、かつての市執行部とこれに関係した運動団体幹部にありますが、

その責任を追及しても今では当事者もほとんどいない状態で、挙証資料もなく貸し出した

ものであり、行政運営の瑕疵が明白であります。行政はこのことを教訓として、二度とこ

のような事態を生み出さない反省が求められます。 

これ以上特別会計として残しても、あまり意味がありませんので一般会計に移行しなが
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ら、最後まで回収に努めることを求めて、意見を付しての賛成といたします。 

〇議長（中野　勝寛君） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

これにて討論を終結いたします。 

これより、第５４号議案、第５６号議案及び第５７号議案の令和７年度各会計補正予算

３件を順次採決いたします。 

　議題のうち、まず、第５４号議案、令和７年度中間市一般会計補正予算（第８号）を採

決いたします。この採決は電子表決により行います。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決すること

について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより電子表決） 

〇議長（中野　勝寛君） 

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。 

　賛成多数であります。よって、第５４号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第５６号議案、令和７年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）

を採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第５６号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第５７号議案、令和７年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算（第２号）を

採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第５７号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第　４．第６１号議案 

日程第　５．第６２号議案 

日程第　６．第６３号議案 

日程第　７．第６４号議案 
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日程第　８．第６５号議案 

日程第　９．第６６号議案 

日程第１０．第６７号議案 

日程第１１．第６８号議案 

日程第１２．第６９号議案 

日程第１３．第７０号議案 

日程第１４．第７１号議案 

日程第１５．第７２号議案 

日程第１６．第７３号議案 

日程第１７．第７４号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより、日程第４、第６１号議案から日程第１７、第７４号議案までの条例改正１４件

を一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。 

まず、大和永治総合政策委員長。 

〇総合政策委員長（大和　永治君） 

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第６１号議案及び第７４号議案に

ついて審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

はじめに、第６１号議案、中間市一般職職員の給与に関する条例及び中間市一般職職員

の旅費に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

　今回の条例改正は、人事異動等による職員の赴任時における経済的負担の軽減を図ると

ともに、職員の生活の安定及び円滑な赴任を支援し、公務の適正な運営に資することを目

的として、条例改正を行うものとなっております。 

　条例改正の主な内容は、中間市一般職職員の給与に関する条例においては、職員宿舎の

入居料及び入居に要する経費について、給与から控除できる項目を新設し、また、中間市

一般職職員の旅費に関する条例においては、職員の赴任に伴う旅費の支給に関して、旅費

の種類に移転料、着後手当及び扶養親族移転料を新設するとともに、実態に即した旅費制

度とするため、用字用語の整理その他所要の改正を行うものとなっております。 

なお、条例の施行日は、公布の日となっています。 

　次に、第７４号議案、中間市災害派遣手当等の支給に関する条例について申し上げます。 

　今回の条例改正は、災害派遣手当の額及び支給方法について、災害対策基本法のみなら

ず武力攻撃事態等の場合などについても、職員派遣について格別の法律に同様の規定を設

けている国の基準に合わせ、本市の派遣職員の取扱いについて全面的な見直しを行うもの

となっております。 

　条例改正の主な内容は、派遣職員に対し本市が支給する災害派遣手当等について、その

額を内閣総理大臣又は総務大臣が定める現行の基準に準じた額とするとともに、支給の方
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法を本市の一般職職員の例によることとするものとなっています。 

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

最後にそれぞれ採決いたしました結果、第６１号議案及び第７４号議案はいずれも全員

賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であります。ご審議のほどよろしくお願い申

し上げまして、委員長の報告を終わります。 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、下川俊秀市民厚生委員長。 

〇市民厚生委員長（下川　俊秀君） 

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第６２号議案から第６９号議案ま

での条例改正８件について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

はじめに、第６２号議案、中間市特別会計設置条例の一部を改正する条例について申し

上げます。 

今回の条例改正は、中間市住宅新築資金等特別会計の閉鎖を行うものです。当該特別会

計は、起債償還が完了し、また、貸付金の未償還額の全ての納期が到来した平成２３年度

に閉鎖が検討されたものの、貸付金の経理の明確化を図るため閉鎖が見送られた経過があ

りますが、それ以降も引き続き法的措置等を講じた債権回収や中間市債権管理条例に基づ

く債権回収に取り組み続けられた結果、予算縮小の傾向にあることから、令和７年度末を

もって一般会計に統合する目途が立ったため、当該特別会計を閉鎖するものです。 

条例の改正の内容は、中間市特別会計設置条例第１条に規定された３つの特別会計のう

ち、中間市住宅新築資金等特別会計に係る規定を削除するものです。 

なお、条例の施行日は、令和８年４月１日となっています。 

次に、第６３号議案、中間市手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

今回の条例改正は、マイナンバーカードコンビニ交付の電子証明書やカードの更新に係

る来庁者が増加傾向にあり、市民課窓口の混雑を避け、市民課窓口における市民サービス

の更なる向上を目的とするものです。 

条例改正の内容は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得証明

書、課税証明書及び所得課税証明書の交付を受ける場合の手数料について、通常の場合の

３００円を維持しつつ、コンビニ交付による場合には２００円とする規定を新たに設ける

ものです。 

なお、条例の施行日は、令和８年４月１日となっており、期間は令和８年４月１日から

令和９年３月３１日までの予定となっています。 

討論において、「コンビニ交付についても値下げが可能であれば、いっそ窓口も合わせ

て２００円に統一すべきであり、デジタル化に柔軟に対応できる人とそうでない人の中に

不平等を持ち込むものであることから、即刻中止を求めて、この条例改正案については反

対する。」との意見がありました。 
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次に、第６４号議案、中間市市立保育所設置条例の一部を改正する条例について申し上

げます。 

今回の条例改正は、令和８年４月１日から全国の自治体において乳児等通園支援事業、

いわゆるこども誰でも通園制度の実施が義務付けられたことにより、市立さくら保育園に

おいても、同日から同事業を行うことに伴うものです。 

条例改正の内容は、対象児童がさくら保育園で行われるこども誰でも通園制度による給

付を受けた場合に、市長が当該対象児童の保護者から徴収する保育料の取扱いについて定

めるものとなっています。 

なお、条例の施行日は、令和８年４月１日となっています。 

討論において、「こども誰でも通園制度は、子ども本意の制度ではなく、一貫した保育

の組立てが難しいと考える。専門性のある保育士の配置や補助金目当てでの子どもの確保

が園の中心課題となることを危惧して、この条例改正案には反対する。」との意見があり

ました。 

次に、第６５号議案、中間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

今回の条例改正は、児童福祉法等の一部改正に伴い、市町村が特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準について条例で定める際の基準となる内閣府令が

改正されたことに伴うものです。 

条例の主な改正内容は、条例で引用している児童福祉法第３３条の１０の規定について、

その内容が改められたことにより、同条を示す記述を改めるものとなっています。 

なお、条例の施行日は、公布の日となっています。 

次に、第６６号議案、中間市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について申し上げます。 

今回の条例改正は、児童福祉法等の一部改正に伴い、市町村が家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準について条例を定める際の基準となる内閣府令が改正されたことに

伴うものです。 

条例改正の内容は、家庭的保育者等について、地域限定保育士を保育士に含めること、　

また、条例で引用している児童福祉法第３３条の１０の規定について、その内容が改めら

れたことにより、同条を示す記述を改めるものです。さらに、乳幼児健康診査について、

その内容が保育所等の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該健康

診断の全部又は一部を行わないことができるように改めるものとなっています。 

なお、条例の施行日は、公布の日となっています。 

討論において、「保育士の不足の問題が背景にあるが、その原因は、低い給与水準や国

際的に見ても最低の園児に対する配置基準、また、それによる過酷な労働条件であり、安

易な規制緩和ではなく、保育士拡充のための抜本的な対応を求めて、この条例改正案につ
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いては反対する。」との意見がありました。 

次に、第６７号議案、中間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

今回の条例改正は、児童福祉法等の一部改正に伴い、市町村が放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準について条例を定める際の基準となる内閣府令が改正された

ことに伴うものです。 

条例改正の内容は、放課後児童健全育成事業所に配置すべきこととされている放課後児

童支援員の資格要件について、地域限定保育士を保育士に含めること、また、条例で引用

している児童福祉法第３３条の１０の規定について、その内容が改められることになり、

同条を示す記述を改めるものとなっています。 

なお、条例の施行日は、公布の日となっています。 

討論において、「第６６号議案と同様、地域限定保育士の問題が絡んでいるため反対す

る。」との意見がありました。 

次に、第６８号議案、中間市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例

の一部を改正する条例について申し上げます。 

今回の条例改正は、条例の趣旨を維持しつつ、第４次中間市人権教育・啓発に関する基

本計画との整合を図るものであり、新たに人権問題として顕在化した項目について、その

重要性を強調し、認識を高めるため明文として規定するものとなっています。 

なお、条例の施行日は、公布の日となっています。 

討論において、「この条例改正については、男女間の差別や正規・非正規などの働き方

の形態についての言及がなく、あらゆる差別の解消ならば、このような是正をうたうべき

である。また、部落差別をはじめとするという文言が条例名及び各条文に散りばめており、

時代の変化に即したものに変えるべきだと考えるが、子どもや外国人、性的少数者の人々

の差別等が追加されたことを評価し、意見を付して、この条例改正案には賛成する。」と

の意見がありました。 

次に、第６９号議案、中間市人権教育啓発審議会設置条例の一部を改正する条例につい

て申し上げます。 

今回の条例改正は、中間市人権教育啓発審議会の体制及び運営について、書面会議など

の新たな取組によって、より効率的な運営を行い、会議運営を円滑に進めるために改正す

るものです。 

条例の改正内容は、審議会の名称が中間市人権施策審議会に改められるとともに、これ

に合わせて条例名が中間市人権施策審議会条例に改められています。また、会議の運営方

法につきまして、書面会議と部会に関する規定の追加等が行われ、審議会の名称変更に伴

い中間市特別職職員の給与等に関する条例の該当箇所を改めるものとなっています。 

なお、条例の施行日は、公布の日となっています。 
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以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

最後にそれぞれ採決いたしました結果、第６３号議案、第６４号議案、第６６号議案及

び第６７号議案は賛成多数、第６２号議案、第６５号議案、第６８号議案及び第６９号議

案は全員賛成でいずれも原案どおり可決すべきと決した次第であります。ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、田口善大産業消防委員長。 

〇産業消防委員長（田口　善大君） 

　ご指名によりまして、ただいま議題となっております第７０号議案から第７３号議案に

ついて審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

　まず、第７０号議案 、中間市下水道条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

今回の条例改正は、災害その他非常の場合における排水設備等の新設改良工事等の施行

に係る取扱いの見直しを行うものです。 

主な改正内容は、本市では、市内での排水設備等の新設改良工事などを行う場合は、本

市が指定する工事店でなければ工事を行ってはならないと規定しておりますが、昨年１月

に発生しました能登半島地震において、被災地の排水設備の指定工事店も被災したことに

より、被災自治体では復旧工事を行うことができる指定工事店が不足し、被災地の復旧が

遅れることとなっておりました。これを踏まえ、地震等の非常時においては、他の市町村

長の指定を受けた排水設備工事店であっても、中間市内での排水設備等の復旧工事を行う

ことができるように条例を改正するものです。 

また、現在の下水道条例において、指定工事店の営業所ごとに排水設備工事の責任技術

者を専属させるよう義務付けておりましたが福岡県内にある営業所の責任技術者と兼任す

ることを認めることとするため、改正するものです。 

なお、条例の施行日は、令和８年１月１日となっています。 

次に、第７１号議案、中間市火災予防条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

今回の条例改正は、本年２月に発生した大船渡市林野火災を受けて、消防組織法第３７条

の規定に基づき、消防庁長官から、各地方自治体が定めている火災予防条例の一部改正に

係る助言を発出されたことに伴うものです。 

主な改正内容は、気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認める場合に、市長が林

野火災注意報を発令できることとし、当該注意報が発せられた場合の火の使用制限に係る

市民の努力義務と、市長によるその対象地域の指定を可能とする規定を新たに設けるもの

です。また、林野火災の発生の危険性を勘案して火災の警報を発令した場合に、所定の火

の使用制限の対象となる区域を指定することができることとするものです。 

なお、条例の施行日につきましては、消防庁長官の助言を踏まえ、令和８年１月１日と

なっております。 
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次に、第７２号議案、中間市水道事業給水条例の一部を改正する条例について申し上げ

ます。 

今回の条例改正は、災害その他非常の場合にあって、地元の給水装置工事事業者の確保

が困難となると判断されるときは、他の水道事業者が指定した給水装置工事事業者による

給水装置工事の実施を可能にする旨の助言が国土交通大臣から各地方自治体に向けて発出

されたことを受け、災害その他非常の場合における給水装置工事の施行に係る取扱いの見

直しを行うことについて条例改正を行うものです。 

　主な改正内容は、当該助言の内容と同様に、他の水道事業者から給水装置工事に係る指

定を受けたものについて、災害などの非常時には、例外的に市内で給水装置工事を行うこ

とができるようにするものです。 

なお、条例の施行日は、令和８年１月１日となっております。 

次に、第７３号議案、中間市布設工事監督員の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

今回の条例改正は、水道法施行令で規定されている布設工事の技術上の監督業務を行う

布設工事監督員及び水道技術管理者の資格について、地方公共団体が条例を定める際に参

酌すべき基準が改められ、令和７年４月１日に施行されたことに伴うものです。 

主な改正内容は、布設工事監督員及び水道技術管理者の資格基準である学歴及び学科要

件について土木工学に加え、機械工学や電気工学を対象とするよう見直しています。 

また、布設工事監督員の資格基準である実務経験について、従前の所定の年数について

水道に関する技術上の実務経験を有することが求められておりましたが、所定の年数の半

分以上の期間について水道に関する技術上の実務経験を有する場合には、下水道、道路等

に関する技術上の実務経験についても当該年数への算入を可能とするよう見直されていま

す。 

なお、条例の施行日は、令和８年４月１日となっております。 

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

　最後にそれぞれ採決いたしました結果、第７０号議案から第７３号議案までにつきまし

ては、全員賛成で原案どおり可決すべきと決した次第であります。よろしくご審議のほど

お願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより質疑に入ります。 

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄議員。 



- 156 -

〇議員（７番　田口　澄雄君） 

　日本共産党の田口澄雄です。 

第６３号議案、第６４号議案、第６６号議案、第６７号議案、第７４号議案については

反対をいたします。また、第６８号議案については、意見を付しての賛成といたします。 

まず、第６３号議案、中間市手数料条例の一部を改正する条例について、反対をいたし

ます。 

コンビニ手数料についてですが、住民票等にマイナンバーカードを利用した市民は２００円

で、通常の発行では３００円というのは、市民の中に不平等、差別を持ち込むものではな

いでしょうか。しかも、３００円の手数料は全額市財政として収納されるのに対し、コン

ビニ利用の場合は収入８３円、業者運営費１１７円というのも問題です。市民負担につい

ては、値下げが可能なら、いっそ窓口もコンビニも２００円に続一すべきだと思います。

利便性を強調しますが、ならば、なぜ東西２つの出張所を廃止したのでしょうか。一貫し

た姿勢が見られません。デジタル化に柔軟に対応できる人と、そうでない人との差別化で

もあります。即刻中止を求め、この条例案については反対をいたします。 

次に、第６４号議案、中間市市立保育所設置条例の一部を改正する条例について、反対

意見を申し述べます。 

こども誰でも通園制度、この制度の最大の欠陥は、子ども本意ではないということです。

月１０時間とか週一とか言われますが、預けられる子どもは不慣れな環境の中にいきなり

放り込まれ、不安と困惑の中で一日を過ごすことになります。 

また、預かった保育園側でも、日によって園児が変わりますから、一貫した保育の組立

てが難しいと危惧をされます。専門性のある保育士が配置されるのか、利用料と補助金目

当てで、子どもの確保が園の中心課題となるのではないか、また、親と保育士とのゆとり

のある交流はどうかなどいろんな問題がここには発生します。よって、この条例案には反

対であります。 

次に、第６６号議案、中間市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例、この条例については反対をいたします。 地域限定保育士の問題

があります。このことは、従来は国家戦略特区に限って認められた限定的な制度でしたが、

これを全面的に実施をしようというものであります。保育士不足の問題が背景にはありま

すが、その原因は他産業に比べてあまりにも低い給与水準や、国際的にみても最低の園児

に対する配置基準と、それに伴う過酷な労働条件があります。 

安易な規制緩和ではなく、保育士拡充のための抜本的な対応を求めて、この条例案につ

いては反対をいたします。 

次に、第６７号議案、中間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について、反対意見を申し述べます。 

討論内容については、第６６号議案と同様でありますので省略しますが、反対でありま
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す。 

次に、第６８号議案、中間市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例

の一部を改正する条例、これについては意見を付しての賛成といたします。 

この条例改正案は、改正前と違って、こども、外国人、性的少数者の人々、インターネ

ット上での差別などが追加をされました。このことは、今の情勢を一定反映した前進面だ

と評価ができます。 

しかし、現代資本主義社会の最大の問題である男女間の差別や、このことを利用した働

き方の形態、いわゆる正規・非正規問題、あるいは派遣等の差別についての言及がありま

せん。 

現代社会は、戦前の農耕中心の社会から一変して工業化の社会にあり、戦前の農民が圧

倒的に多かった時代から、２０２０年の国勢調査で見ますと、労働者階級が８．５４％を

占める工業化と情報化の進んだ社会となっています。 

こうした労働者が圧倒的な数を占める社会での支配層の対応は、労働者分断の手法を中

心として進められています。男性の７割以下という女性の賃金水準や、この中間市役所で

見ても労働者の３割を占める非正規の中で、その７割以上を占める女性労働者の存在など

です。あらゆる差別の解消をうたうならば、こうしたことを真っ先に是正することをうた

うべきです。 

ところが、この条例は「部落差別をはじめとする」という名称に始まり、条例内の各条

文ごとに「部落差別をはじめとする」という文言が、散りばめられています。果たしてこ

のことが現代の差別に対応できる法律と言えるでしょうか。 

また、中間市の人権問題の根本的な解決や対応上に問題はないのでしょうか。もっと時

代の変化に即応した条例名と、そして内容に変えるべきだと思います。 

とはいえ、最初に述べたように従前の内容と比べれば、積極的前進面もありますので、

あえて反対はいたしません。意見を付しての賛成といたします。 

次に、第７４号議案、中間市災害派遣手当等の支給に関する条例について反対をいたし

ます。 

この条例改定は、有事立法の国民保護法制定に伴う地方自治法の改正に基づくものです。

職員給与条例の中の災害派遣手当の中に武力攻撃災害派遣手当を新たに盛り込まれました。

国民保護法は、アメリカが海外で引き起こす戦争に国民を強制的に動員するための法律で

す。 

我が国は、このような集団的自衛権については、専守防衛を理由として戦後一貫して違

憲としてきましたが、２０１５年の安保法制の改悪によって変更をさせられました。 

今回の条例改定は、このことを前提として、戦地や戦場に市職員が派遣される危険性が

あります。どのような条件下であるかは想定できませんが、戦争災害が現にあった場所で

しょうから、どこに派遣されるかも分かりません。我が国は、アメリカ同様先制攻撃を豪
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語していますので、結果的には核戦争の危険性も否定ができません。派遣は市長の派遣義

務として災害対策基本法にうたっています。災害を理由としていますが、通常の自然災害

と戦争による災害とは状況が全く変わります。このような場所に中間市職員を派遣するこ

とになるので、この条例については反対をいたします。 

〇議長（中野　勝寛君） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

これにて討論を終結いたします。 

これより、第６１号議案から第７４号議案までの条例改正１４件を順次採決いたします。 

議題のうち、まず、第６１号議案、中間市一般職職員の給与に関する条例及び中間市一

般職職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第６１号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第６２号議案、中間市特別会計設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第６２号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第６３号議案、中間市手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。この

採決は電子表決により行います。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決すること

について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより電子表決） 

〇議長（中野　勝寛君） 

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。 

賛成多数であります。よって、第６３号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第６４号議案、中間市市立保育所設置条例の一部を改正する条例を採決いたしま

す。この採決は電子表決により行います。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決すること

について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。 
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（賛成・反対ボタンにより電子表決） 

〇議長（中野　勝寛君） 

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。 

賛成多数であります。よって、第６４号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第６５号議案、中間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第６５号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第６６号議案、中間市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を採決いたします。この採決は電子表決により行います。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決すること

について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより電子表決） 

〇議長（中野　勝寛君） 

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。 

賛成多数であります。よって、第６６号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第６７号議案、中間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を採決いたします。この採決は電子表決により行います。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決すること

について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより電子表決） 

〇議長（中野　勝寛君） 

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。 

賛成多数であります。よって、第６７号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第６８号議案、中間市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例

の一部を改正する条例を採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第６８号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第６９号議案、中間市人権教育啓発審議会設置条例の一部を改正する条例を採決
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いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第６９号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第７０号議案、中間市下水道条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第７０号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第７１号議案、中間市火災予防条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第７１号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第７２号議案、中間市水道事業給水条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第７２号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第７３号議案、中間市布設工事監督員の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第７３号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、第７４号議案、中間市災害派遣手当等の支給に関する条例を採決いたします。こ

の採決は電子表決により行います。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決すること

について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。 
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（賛成・反対ボタンにより電子表決） 

〇議長（中野　勝寛君） 

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。 

賛成多数であります。よって、第７４号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．第７５号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより、日程第１８、第７５号議案、中間市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例を議題とし、市民厚生委員長の報告を求めます。 

下川俊秀市民厚生委員長。 

〇市民厚生委員長（下川　俊秀君） 

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第７５号議案について審査を行い

ましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

今回の条例制定は、令和６年６月１２日に公布された子ども・子育て支援法等の一部が

改正されたことに伴い創設されたこども誰でも通園制度について、その設備及び運営に係

る基準を定めるものです。こども誰でも通園制度は、保育所等に通っていない生後６か月

から満３歳未満のこどもを対象とし、その保護者の就労状況等を問わず月の利用上限の範

囲で保育所等に通園できる新たな給付制度で、児童福祉法の規定により、条例で基準を定

めることが義務付けられており、この条例は、係る児童福祉法の規定を受けて制定するも

のとなっています。 

なお、条例の施行日は、公布の日となっています。 

討論において、「第６４号議案と同様、こども誰でも通園制度が背景にあるため、この

条例制定については反対する。」との意見がありました。 

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

最後に採決いたしました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきと決した次第でありま

す。ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより質疑に入ります。 

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄議員。 

〇議員（７番　田口　澄雄君） 

第７５号議案、中間市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に
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ついて、反対意見を申し述べます。 

ただし、先ほどの第６４号議案と同一の内容でありますので、意見については省略いた

しますが、こども誰でも通園制度の問題でありますので、反対をいたします。 

〇議長（中野　勝寛君） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

これにて討論を終結いたします。 

これより、第７５号議案、中間市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例を採決いたします。この採決は電子表決により行います。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決すること

について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより電子表決） 

〇議長（中野　勝寛君） 

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。 

賛成多数であります。よって、第７５号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．第７６号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより、日程第１９、第７６号議案、公の施設の指定管理者の指定について（中間市

チャレンジショップ）を議題とし、産業消防委員長の報告を求めます。 

田口善大産業消防委員長。 

〇産業消防委員長（田口　善大君） 

　ご指名によりまして、ただいま議題となっております第７６号議案、公の施設の指定管

理者の指定について（中間市チャレンジショップ）の審査を行いましたので、その概要と

結果をご報告申し上げます。 

中間市チャレンジショップの管理運営につきましては、令和４年４月１日以降、指定管

理者を指定せず、本市が直接管理運営を行っておりますが、設置目的の効果的な実現及び

効率的な運営のために、指定管理者による管理が望ましいと判断されたことから、令和８年

４月１日からの指定管理者の指定が行われるものです。 

選定につきましては、公募を行い、指定管理者選定委員会において審査が行われました

結果、ＮＰＯ法人中間市地域活性化協議会が指定管理者の候補者として選定されておりま

す。 

選定の理由といたしまして、同法人は、安定した運営基盤と実績があり、事業計画につ

いても具体的な事業展開が期待できること、民間のノウハウを活かした事業展開など、出
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店者の起業育成支援、利用者サービスの向上及び地域のにぎわい創出への寄与が期待でき

ることが高い評価を得たことによるものです。 

　なお、指定期間につきましては、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年

間となっております。 

　以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

最後に採決いたしました結果、第７６号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきである

と決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を

終わります。 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより質疑に入ります。 

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

討論なしと認めます。 

これより、第７６号議案、公の施設の指定管理者の指定について（中間市チャレンジシ

ョップ）を採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第７６号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．第７７号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより、日程第２０、第７７号議案、中間市行橋市競艇組合規約の変更についてを議

題とし、総合政策委員長の報告を求めます。 

大和永治総合政策委員長。 

〇総合政策委員長（大和　永治君） 

　ご指名によりまして、ただいま議題となっております第７７号議案、中間市行橋市競艇

組合規約の変更について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

　今回の規約の変更は、モーターボート競走の競技の呼称について、子どもから大人まで
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容易にイメージでき、国際社会で通用する呼称にすることで競技のイメージアップを図る

ため、ボートレースと呼称することとし、中間市行橋市競艇組合の名称を中間市行橋市ボー

トレース組合に変更することについて、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を

求められたものです。 

なお、条例の施行日は、令和８年４月１日となっています。 

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

最後に採決いたしました結果、第７７号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきと決し

た次第であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、委員長の報告を終わり

ます。 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより質疑に入ります。 

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

討論なしと認めます。 

これより、第７７号議案、中間市行橋市競艇組合規約の変更についてを採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第７７号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．第７８号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより、日程第２１、第７８号議案、福岡県田川地区消防組合と中間市との間におけ

る消防通信指令事務の委託に関する規約の制定における協議についてを議題とし、産業消

防委員長の報告を求めます。 

田口善大産業消防委員長。 

〇産業消防委員長（田口　善大君） 

　ご指名によりまして、ただいま議題となっております第７８号議案、福岡県田川地区消

防組合と中間市との間における消防通信指令事務の委託に関する規約の制定における協議
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についての審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

総務省消防庁におきましては、多発する大規模災害や感染症等に的確に対応し、住民の

安全・安心を確保するために、消防の広域化を進められています。 

これを受け、福岡県田川地区消防組合と本市とで消防通信指令業務を共同運用すること

により、両消防本部において消防力の効率的な運用に高い効果が見込まれたことから、令

和８年４月１日の運用開始に向け、令和５年１２月に田川・中間消防通信指令業務の共同

運用に関する基本協定を締結し、本年度に両消防本部におきまして指令施設の整備が進め

られています。 

共同運用に当たりましては、業務の範囲が消防通信指令業務に限られ、事務委託の方法

によることとされていることから、地方公共団体の組合に事務の委託を行うには、地方自

治法第２５２条の１４第１項及び同法第２９２条において準用する同法第２５２条の１４第

１項の規定により規約を定め、同法第２５２条の１４第３項において準用する同法第２５ 

２条の２の２第３項の規定により協議することにつきましては、議会の議決が必要となり

ますことから、議会の議決を求めるものです。 

この規約におきましては、委託事務の範囲、委託費の負担、事務の管理、執行方法、連

絡調整会議など委託事務の実施に関し必要な事項を定めることとなっております。 

なお、受託団体であります福岡県田川地区消防組合におきましても、同様の議案が上程

される予定です。 

また、規約の施行につきましては、規約の成立後、両消防本部の準備が全て整い次第、

施行することとなっております。 

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

最後に採決いたしました結果、第７８号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきである

と決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を

終わります。 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより質疑に入ります。 

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

討論なしと認めます。 

これより、第７８号議案、福岡県田川地区消防組合と中間市との間における消防通信指
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令事務の委託に関する規約の制定における協議についてを採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第７８号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．第７９号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、日程第２２、第７９号議案、屈折はしご付消防自動車の購入についてを議題とい

たします。 

提案理由の説明を求めます。福田市長。 

〇市長（福田　　浩君） 

第７９号議案、屈折はしご付消防自動車の購入について、提案理由を申し上げます。 

現在、消防本部に配備しておりますはしご付消防自動車につきましては、平成１２年の

購入、登録から２５年が経過し、車両及びこれに附属する機械器具につきまして、経年劣

化が著しく、修繕部品の調達も困難な状況でございます。 

このような状況を改善し、消防活動能力の向上及び各種災害への的確な対応を図るため

には、最新の機械器具を装備した屈折はしご付消防自動車の導入が必要と考えられますこ

とから、令和７年第５回市議会定例会で提案した一般会計補正予算に債務負担行為として

屈折はしご付消防自動車購入費を計上し、議決をいただいたところでございます。 

屈折はしご付消防自動車の購入に当たりましては、先月１３日に３者による入札を行い

ました結果、株式会社消防防災が１億５，６７５万円で落札しましたことから、令和７年

１１月２１日付けで同社と仮契約を締結いたしております。 

以上のとおり、同社から屈折はしご付消防自動車を購入することにつきまして、地方自

治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。ご審議のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっております第７９号議案は、会議規則第３７条第１項の規定により、
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所管の産業消防委員会に付託いたします。 

この際、暫時休憩いたします。休憩中に、産業消防委員会に付託されました議案の審査

をお願いいたします。 

再開は、追って連絡いたします。 

午前11時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時23分再開 

〇議長（中野　勝寛君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．第７９号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより、日程第２３、第７９号議案、屈折はしご付消防自動車の購入についてを議題

とし、産業消防委員長の報告を求めます。 

田口善大産業消防委員長。 

〇産業消防委員長（田口　善大君） 

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第７９号議案、屈折はしご付消防

自動車の購入についての審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

屈折はしご付消防自動車につきましては、令和７年第５回定例会で提案され、一般会計

補正予算に債務負担行為として同消防自動車購入費を計上し、議決されました。 

屈折はしご付消防自動車の購入に当たりましては、入札の結果、株式会社消防防災が１億

５，６７５万円で落札し、令和７年１１月２１日付けで同社と仮契約が締結されておりま

す。 

以上のとおり、同社から屈折はしご付消防自動車を購入することにつきまして、地方自

治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

最後に採決いたしました結果、第７９号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきと決し

た次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わり

ます。 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより質疑に入ります。 

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 
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質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

討論なしと認めます。 

これより、第７９号議案、屈折はしご付消防自動車の購入についてを採決いたします。 

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、第７９号議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．会議録署名議員の指名 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより、日程第２４、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において、小林信一議

員及び迫田隆太議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

〇議長（中野　勝寛君） 

　以上をもちまして、今期定例会に付議された案件は全て議了いたしました。 

よって、令和７年第６回中間市議会定例会は、これにて閉会いたします。 

午前11時25分閉会 

────────────────────────────── 
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